
 

介護老人保健施設ひばり苑 短期入所療養介護利用約款 

 

（約款の目的） 

第１条 介護老人保健施設ひばり苑（以下「当施設」という）は、要介護状態と認定された

利用（以下「利用者」という）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能

な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うに、一定の期間、短期入所療養介護を提供します。一方、利用者及び利用者の身元

引受人(以下「身元引受人」という)は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支

払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設ひばり苑短期入所療養介護利用同意書を当施

設に提出したのち、効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新た

に同意を得ることとします。 

２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、重要事項説明書及び利用者負担説明書

の改定が行われない限り、初回利用者の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用

することができるものとします。 

 

（利用者からの解除） 

第３条 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用

者の居宅介護サービス計画に関わらず、本約款に基づく利用を解除・終了することがで

きます。なお、この場合利用者及び身元引受人は、速やかに当施設及び利用者の居宅サ

ービス計画作成者に連絡するものとします。 

 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく短

期入所療養介護利用を解除・終了することができます。 

（１）利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合 

（２）利用者の居宅サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利

用日数を満了した場合 

（３）利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な短期入所療養介護の提

供を越えると判断された場合 

（４）利用者及び身元引受人が、本約款に定める利用料金を３ヶ月以上滞納し、その支払い

を督促したにも拘わらず３０日間以内に支払われない場合 

（５）利用者又は身元引受人若しくはその家族等が、当施設、当施設の職員又は他の利用者

等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。 

 

 



①利用者又は身元引受人若しくはその家族等が、当施設、当施設の職員、或いは他の利

用者に対して故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為を行った場合。 

②利用者又は身元引受人若しくはその家族等が、当施設や当施設の職員の生命、身体財

産、若しくは信用を傷つける恐れがあり、且つ当施設が通常の方法ではこれを防止で

きないと判断した場合。 

（６）当施設が、利用者又は身元引受人若しくはその家族等に対し、安全なサービスの提 

供上、やむを得ない改善を希望する旨の申し入れを行い、それにも拘らず改善の見 

込みがなく、結果として利用者に対して適切な介護サービスを提供することが困難 

であると認めた場合。 

（７）天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させる

ことができない場合 

 

（利用料金と身元引受人） 

第５条 利用者及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく短期入所療養

介護の対価として、利用料金表をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別

に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但

し、当施設は、利用者の経済状況等に変動があった場合、上記利用料金を変更するこ

とがあります。 

２ 当施設は、利用者及び身元引受人が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請 

求書及び明細書を、毎月１０日までに発行送付し、利用者及び身元引受人は、連帯し 

て、当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。尚、支払

いの方法は窓口払い、銀行振込にて選択して頂き、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者及び身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたと 

きは、利用者及び身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対して、 

領収書を交付します。 

４ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額 50万

円の範囲内で、利用者と連帯し支払う責任を負います。 

５ 利用者は次の各号を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立

てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

（１）行為能力者(民法第 20条第 1項に定める者)であること。尚、身元引受人が本要

件を満たさなくなった場合には、新たな身元引受人を立てることを求めます。

但し、利用者が新たな身元引受人を立てることができない相当の理由がある場

合を除きます。 

（２）弁済をする資力を有すること。 

 

（記 録） 

第６条 当施設は、利用者の短期入所療養介護の提供に関する記録を作成し、その記録を利

用終了後２年間は保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに 

応じます。但し、身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます）に対しては、

利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 



３ 利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思を表示した場合、その他利

用者の利益に反する恐れがあると当施設が認める場合には、閲覧、謄写に応じない場

合があります。 

 

（身体の拘束等） 

第７条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れ 

がある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は医師が判断し、身体拘束その他利 

用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がそ 

の様態及び時間、その際の利用者の心身状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に 

記載することとし、利用者本人及び身元引受人に対して説明と同意を得て行うことと 

します。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第８条 当施設とその職員は、武川会個人情報保護規定に基づき知り得た、利用者又は身元 

引受人若しくはその家族等に関する個人情報を理由なく第三者に漏洩したり、不適切 

な利用は行いません。但し、次の各号についての情報提供及び利用については、当施 

設は、利用者及び身元引受人から、予め同意を得た上で行うこととします。 

（１） 介護保険サービス利用の為の区市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保 

険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養の為の医療機関等へ療

養情報を提供すること。 

（２） 介護保険サービスの質を向上する為の学会、研究会等の事例研究発表等。尚、 

この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用する事を厳守しま

す。前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。 

（３） 武川会個人情報保護規定に定める、個人情報の利用目的に則した個人情報の 

利用を行います。 

※その他、個人情報の利用目的については《別紙２》をご参照下さい。 

 

（緊急時の対応） 

第９条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保険施設サービスでの対応が困難な

状態、又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

３ 前２項の他、利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び

身元 引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（事故発生時の対応） 

第１０条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置 

を講じます。 

２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医 

 療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前項のほか、当施設は利用者及び身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定

する者、及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 



 

（要望又は苦情等の申し出） 

第１１条 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する介護保険サービスに対しての要望又

は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙、

管理者宛の文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることがで

きます。 

２ 苦情等については、当施設の苦情担当や「ご意見箱」以外にも、最寄りの市町村苦

情受付の担当課または、係に於いて苦情を受け付けるほか、各地域にあります国民健

康保険団体連合会でも、随時受け付けております。 

 

（賠償責任） 

第１２条 介護保険施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用

者が被害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償する責任を負いま

す。 

２ 前項規定の賠償に相当する可能性がある場合は、事実内容の確認のため、利用者

又は身元引受人の方に調査等の手続きにご協力いただく場合があります。 

３ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身

元引受人は、連帯して当施設に対してその損害を賠償する責任を負います。 

 

（利用契約に定めない事項） 

第１３条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところ

により、利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとしま

す。 

 

（付 則） 

第１４条 本約款の改定は、理事会の承認を経て行われます。  

 

平成１２年 ４月１日   施行 

平成１５年 ４月１日   改定 

平成１７年１０月１日   改定 

平成１８年 ４月１日   改定 

平成２４年 ４月１日   改定 

平成２６年 ４月１日   改定 

平成２７年 ４月１日   改定 

平成２９年 ４月１日   改定 

平成３０年 ４月１日   改定 

令和 ２年 ４月１日   改定 

 

以上 

 



  

重要事項説明書  

（令和６年４月１日現在） 

 

１ 施設の概要 

（１）施設の名称等 

   施 設 名 ： 医療法人武川会 介護老人保健施設ひばり苑 

   開 設 年 月 日 ： 平成６年４月２８日 

   所 在 地 ： 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１２７７ 

   電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ ： ＴＥＬ ０５５－２７５－９５１１ 

ＦＡＸ ０５５－２７５－９５１２ 

   管 理 者 名 ： 武川 悟 

   介護保険指定番号： 介護老人保健施設（１９５０８８００２９号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復

を図り、居宅における生活を営むための支援を必要とする者に対し、施設サービ

ス計画に基づいて、看護、医学的管理の下での介護及びリハビリテーション、そ

の他必要な医療並びに日常生活上のお世話などを行うことを目的とした施設です。 

    介護保険施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営

むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように

支援し、また、利用者が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所

療養介護や通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護、介護予防通所

リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅生活を支援することを目的

としています。  

     この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、

ご理解いただいた上でご利用ください。 

 

（３）短期入所療養介護サービス 

 ① 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができる

よう、又、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めるこ

とができるよう、短期入所療養介護サービス計画等に基づいて、医学的管理の下

におけるリハビリテーション・看護・介護その他日常的に必要とされる医療並び

に日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰並びに在宅生活の継続を

目指します。 

 ② 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ

を得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

 ③ 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じます。 

 ④ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業

者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携をはかり、

利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 

 ⑤ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「やすらいで、にこやか」

に過ごすことができるようサービス提供に努めます。 

 



  

 ⑥ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療

養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用

者の同意を得て実施するよう努めます。 

 ⑦ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン

に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの

提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供につい

ては、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとします。 

 ⑧ 当施設は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第 118 条

の 2 第 1 項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ

有効に努めるものとします。 

 ⑨ 当施設では、利用者の抱える生活問題を心身・活動・参加の生活機能を重視して

包括的にとらえ、各専門職種と連携をはかり、チームによる生活支援を行い、利

用者が地域で役割をもって社会参加が実現できるような支援に努めていくものと

します。 
 

（４）施設の職員体制 

職      種 常   勤 業 務 内 容 

管 理 者 １名 老健に携わる従業者の総括管理、指導 

医   師 
１名以上 

（武川病院と兼務） 
医療管理、医療必要性の判断 

看 護 職 員 ５名以上 医療管理、処置、日常生活支援 

薬  剤  師 １名（武川病院と兼務） 薬剤の管理 

介 護 職 員 １５名以上 日常生活支援 

支援相談員 １名 
入所、短期、通所等の利用調整 

市町村・外部との連携等 

作業療法士 

理学療法士 

言語聴覚士 

１名以上 

リハビリテーション実施計画に基づく 

リハビリテーションの実施、訪問指導、 

情報提供等 

管理栄養士及び栄養士 １名 
栄養管理、食事指導、 

栄養ケア計画の作成 

介護支援専門員 １名 
在宅復帰調整、ケアプラン作成 

認定更新等の申請支援 

事 務 職 員 ２名以上 請求事務業務、窓口の会計処理等 

そ  の  他 １名以上 施設内外清掃、送迎運転等 

（５）入所定員  ５３名 

         個室－９室、２人部屋－６室、４人部屋－８室 



  

 

２ サービス内容 

（１） 短期入所療養介護サービス計画の立案 

（２） 食事 朝   ８：００～ ８：３０    昼 １２：００～１２：３０  

       夕    １８：００～１８：３０  

（３） 入浴（一般浴槽、個浴槽の他入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応） 

（４） 医学的管理・看護 

（５） 介護 

（６） リハビリテーション実施計画の作成、リハビリテーションの実施 

（７） レクリエーションサービス等の提供 

（８） 相談援助サービス 

（９） 栄養管理、食事指導、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

（１０）利用者が選定する特別な食事の提供 

（１１）理美容サービス 

（１２）行政手続代行 

（１３）その他 
 

※これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく

項目もありますので、具体的にはご相談ください。 

 

３ 協力医療機関等 

   当施設では、下記の医療機関や歯科医療機関に協力いただき、利用者の状態が急

変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。また、当施設と

協力医療機関等とは、入所者の皆様の現病歴等の情報共有を必要時に定期的に行

うことで、平時や緊急時等の体制に努めております。 

 

   ○協力医療機関 

          名称 ： 医療法人武川会 武川病院 

          住所 ： 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１２７７ 

   ○協力歯科医療機関 

          名称 ： 一瀬歯科医院 

          住所 ： 山梨県中央市山之神４番地８７ 

   ※緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４ 施設利用に当たっての留意事項 

 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりといたします。 
 

（１） 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設が提供する食事を摂取してい

ただくこととなります。食費は保険給付外の利用料として規定されていますが、

同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス

内容としているため、食事管理が欠かせません。食事全般に関する内容を管理・

決定できる権限については施設に委任いただくこととなりますのでご理解くだ

さい。また、許可のない食事の持ち込みはご遠慮ください。 
  



  

（２） 面会時間については、すべての曜日において、午前９時から午後７時までとし

ます。緊急その他やむを得ない場合においてはこの限りではありません。また、

面会者は必ず面会簿へ必要事項を記入してください。尚、感染症の流行期で感

染対策上必要と判断した場合には、急遽、通常の面会方法から変更し、オンラ

イン面会や窓越し面会等へ変更する場合があることをご了承ください。 
 

（３） 外出及び外泊については身元引受人より希望日前日までに当施設職員までお申

込みください。但し、感染症流行期については外出・外泊が認められない場合

もあります。 
 

（４） 施設敷地内は原則禁煙とし、飲酒は原則禁止とします。 
 

（５） 火気の取扱いは禁止とします。 
 

（６） 設備備品の取り扱いについては職員の管理の下に行うこととします。尚、設備

備品等について本来の用法に反した利用や故意による破損が生じた場合、弁償

を請求することがあります。 
 

（７） 所持品等の持ち込みについては入所時のしおりのとおりとします。 
 

（８） 金銭、貴重品等の紛失については施設の責任は負えませんので、基本的にはお

持ち込みのないようお願いします。原則身元引受人並びにご家族が管理してく

ださい。やむを得ない事情がある場合は、支援相談員までご相談ください。 
 

（９） ペットの持ち込みは禁止します。 
 

（１０）介護老人保健施設入所中に外部の医療機関へ受診した場合、一部を除き医療保

険が適用されない為、外泊・外出時に当施設に断わりなく受診することは原則

禁止とします。但し、緊急の場合はこの限りではありません。 
 

（１１）利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 
 

（１２）他利用者への迷惑行為は禁止します。安全なサービスの提供上、改善を申し入

れても改善が見込めない場合は、他利用者の安全のため、契約を解除させてい

ただく場合があります。 
 

（１３）職員への迷惑行為は禁止します。安全なサービスの提供上、改善を申し入れて

も改善が見込めない場合は、職員の安全のため、契約を解除させていただく場

合があります。 
 

（１４）その他、必要に応じて協議を行います。 

 

 

５ 非常災害対策 
 

（１）防災設備   消火器、スプリンクラー設備、ガス漏れ火災警報設備 

          自動火災報知機設備及び自動火災通報装置 

（２）防災訓練   基本訓練（消火、通報、避難）     年２回以上実施 

          （うち１回は夜間を想定した訓練を行います） 

          利用者を含めた総合避難訓練      年１回以上実施 

          非常災害用設備の使用方法の徹底   随時実施 

 

（３）当施設は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めています。 



  

６ 禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して施設療養生活を過ごして頂くために、利用者の 

「営利行為、宗教勧誘、特定の政治活動」及び「他者への迷惑行為」を禁止します。 

 

 

 

７ サービス内容に関する相談・苦情 

（１）当施設利用相談、苦情責任者 

     施設長  赤池 由希子 

   TEL ０５５－２７５－９５１１  

   FAX ０５５－２７５－９５１２ 

 

（２）当施設の相談、苦情担当者のほか、下記の機関においても相談、苦情を申し出る

ことができます。 

保険者である市町村の介護保険担当者 

           昭和町     TEL ０５５－２７５－２１１１ 

           甲斐市     TEL ０５５－２７６－２１１１ 

           中央市     TEL ０５５－２７４－１１１１ 

           甲府市     TEL ０５５－２３７－１１６１ 

           南アルプス市  TEL ０５５－２８２－１１１１ 

           市川三郷町   TEL ０５５－２７２－１１０１ 

山梨県国民健康保険団体連合会  TEL  ０５５－２３３－９２０１ 

※上記の他、利用者の住所地を有する市町村の介護保険担当者に相談、苦情を申し出る

ことができます。 
 

※尚、当苑では第三者評価は実施しておりません。 

 

８ その他 

 当施設についての詳細は、パンフレットにもございますのでご確認ください。 



１　保険給付の自己負担額

短期入所療養介護費

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は自己負担分です。

【1割負担の場合】

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室

830 753 880 801 944 864 997 918 1,052 971

902 819 979 893 1,044 958 1,102 1,017 1,161 1,074

813 738 863 784 925 848 977 901 1,031 953

24

240

76

200 （７日を上限）

3

4

120

90

50 （1月につき1回を限度）

51

51

184 （片道あたり）

8

120 （要介護４，５に限る）

特定治療 医科診療報酬点数表に基づく点数

緊急時治療管理 518 （月に１回３日を限度）

275 （１０日を限度）

100 （1月につき）

10 （1月につき）

22

18

6サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

緊急時
施設療養費

総合医学管理加算

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

口腔連携強化加算

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

送迎加算

療養食加算(１食)

重度療養管理加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

若年性認知症利用者受入加算

緊急短期入所受入対応加算 （７日を上限、但しやむを得ない事情がある場合は14日を限度）

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
(ⅰ)基本型・従来型個室　（ⅲ)基本型・多床室

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
（ⅱ)在宅強化型・従来型個室　（ⅳ)在宅強化型・多床室

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
（ⅰ)その他型・従来型個室　（ⅱ)その他型・多床室

夜勤職員配置加算

個別リハビリテーション実施加算

認知症ケア加算

利用者負担説明書

単位：円

加算項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



【1割負担の場合】 単位：円

加算項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×44/1000

※入所定員の超過、人員配置の欠員、身体拘束廃止未実施、高齢者虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定、夜
勤職員配置の基準を満たさない等の場合には規定された所定単位数を減算します。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×75/1000

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×71/1000

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×54/1000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×21/1000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×17/1000

介護職員等ベースアップ等支援加算
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×8/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×39/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×29/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×16/1000



１　保険給付の自己負担額

短期入所療養介護費

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は自己負担分です。

【２割負担の場合】

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室

1,660 1,506 1,760 1,602 1,888 1,728 1,994 1,836 2,104 1,942

1,804 1,638 1,958 1,786 2,088 1,916 2,204 2,034 2,322 2,148

1,626 1,476 1,726 1,568 1,850 1,696 1,954 1,802 2,062 1,906

48

480

152

400 （７日を上限）

6

8

240

180

100 （1月につき1回を限度）

102

102

368 （片道あたり）

16

240 （要介護４，５に限る）

特定治療 医科診療報酬点数表に基づく点数

緊急時治療管理 1,036 （月に１回３日を限度）

550 （１０日を限度）

200 （1月につき）

20 （1月につき）

44

36

12

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

療養食加算(１食)

若年性認知症利用者受入加算

総合医学管理加算

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

利用者負担説明書

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

重度療養管理加算

加算項目 要介護５要介護４

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

（７日を上限、但しやむを得ない事情がある場合は14日を限度）

口腔連携強化加算

要介護３要介護２

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
(ⅰ)基本型・従来型個室　（ⅲ)基本型・多床室

単位：円

認知症ケア加算

要介護１

緊急時
施設療養費

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
（ⅱ)在宅強化型・従来型個室　（ⅳ)在宅強化型・多床室

認知症行動・心理症状緊急対応加算

送迎加算

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
（ⅰ)その他型・従来型個室　（ⅱ)その他型・多床室

個別リハビリテーション実施加算

夜勤職員配置加算

緊急短期入所受入対応加算



【２割負担の場合】

加算項目 要介護５要介護４要介護３要介護２
単位：円

要介護１

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×54/1000

所定単位数×71/1000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年5月31日まで適用

介護職員処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×29/1000

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×44/1000

※入所定員の超過、人員配置の欠員、身体拘束廃止未実施、高齢者虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定、夜
勤職員配置の基準を満たさない等の場合には規定された所定単位数を減算します。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×75/1000

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×8/1000
介護職員等ベースアップ等支援加算
※令和6年5月31日まで適用

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年5月31日まで適用

介護職員処遇改善加算(Ⅲ）
※令和6年5月31日まで適用

介護職員処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×17/1000

所定単位数×16/1000

所定単位数×39/1000

所定単位数×21/1000



１　保険給付の自己負担額

短期入所療養介護費

介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は自己負担分です。

【３割負担の場合】

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室

2,490 2,259 2,640 2,403 2,832 2,592 2,991 2,754 3,156 2,913

2,706 2,457 2,937 2,679 3,132 2,874 3,306 3,051 3,483 3,222

2,439 2,214 2,589 2,352 2,775 2,544 2,931 2,703 3,093 2,859

72

720

228

600 （７日を上限）

9

12

360

270

150 （1月につき1回を限度）

153

153

552 （片道あたり）

24

360 （要介護４，５に限る）

特定治療 医科診療報酬点数表に基づく点数

緊急時治療管理 1,554 （月に１回３日を限度）

825 （１０日を限度）

300 （1月につき）

30 （1月につき）

66

54

18サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

緊急時
施設療養費

総合医学管理加算

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

口腔連携強化加算

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

在宅復帰・ 在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

送迎加算

療養食加算(１食)

重度療養管理加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

若年性認知症利用者受入加算

緊急短期入所受入対応加算 （７日を上限、但しやむを得ない事情がある場合は14日を限度）

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
(ⅰ)基本型・従来型個室　（ⅲ)基本型・多床室

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
（ⅱ)在宅強化型・従来型個室　（ⅳ)在宅強化型・多床室

介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
（ⅰ)その他型・従来型個室　（ⅱ)その他型・多床室

夜勤職員配置加算

個別リハビリテーション実施加算

認知症ケア加算

利用者負担説明書

単位：円

加算項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



【３割負担の場合】 単位：円

加算項目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×44/1000

※入所定員の超過、人員配置の欠員、身体拘束廃止未実施、高齢者虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定、夜
勤職員配置の基準を満たさない等の場合には規定された所定単位数を減算します。

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×75/1000

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×71/1000

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ）
※令和6年6月1日より適用

所定単位数×54/1000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×21/1000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×17/1000

介護職員等ベースアップ等支援加算
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×8/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅰ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×39/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅱ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×29/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ）
※令和6年5月31日まで適用

所定単位数×16/1000



2　項目説明

　※項目説明内の金額は１割負担の場合です。２割・３割負担の方は、負担割合に応じて増額となります。

介護老人保健施設　短期入所療養介護費(Ⅳ)
(ⅰ)その他型・従来型個室　(ⅱ)その他型・多床室

夜勤職員配置加算

個別リハビリテーション実施加算

加算項目

送迎加算

在宅復帰・在宅療養支援等指標において基本型の基準を満たす介護老人保健施設で短期入
所療養介護サービスを行った場合、要介護状態の区分と居室に応じて算定されます。

介護老人保健施設　短期入所療養介護費(Ⅰ)
(ⅱ)在宅強化型・従来型個室　(ⅳ)在宅強化型・多床室

緊急短期入所受入加算

認知症ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症の入所者の占める割合が５０％以上の施設において、規定の認知症ケアに関する専門
研修修了者を配置し、専門的な認知症ケアを実施している場合、
３円／日が加算されます。

項目説明

介護老人保健施設　短期入所療養介護費(Ⅰ)
(ⅰ)基本型・従来型個室　(ⅲ)基本型・多床室

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

在宅復帰・在宅療養支援等指標において基本型以上の一定の基準を満たす介護老人保健施
で短期入所療養介護サービスを行った場合、要介護状態の区分と居室に応じて算定されま
す。

認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ規定の認知症ケアに関する専門研修修了者を
１名以上に配置し、専門的な認知症ケアを実施している場合、４円／日が加算されます。

在宅復帰・在宅療養支援等指標において基本型以下の基準の介護老人保健施設で短期入所
療養介護サービスを行った場合、要介護状態の区分と居室に応じて算定されます。

介護保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の基本型を算定している場合であって、在宅復帰・在
宅療養支援等指標が４０以上であり、地域に貢献する活動を行っている場合に５１円／日が加
算されます。

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、
歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、１月に１
回を限度として５０円／回が加算されます。

利用者の状態や家族の事情により、居宅ケアマネジャーが緊急に短期入所療養介護を受ける
ことが必要と認めた利用者に対して、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていな
い指定短期入所療養介護を緊急に行った場合に、９０円／日が加算されます。利用を開始した
日から起算して、７日を限度とし、やむを得ない事情がある場合は１４日を限度として算定しま
す。

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして届け出ている場合は、２４円／日
が加算されます。

医師の発行する食事せんに基づき、入所者の年齢、心身状況によって適切な内容の療養食を
提供した場合には、１食を1回として８円／回が加算されます。

利用者に対して、送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所
療養介護事業所との間の送迎を行う場合に、１８４円／回(片道につき)が加算されます。

介護保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の在宅強化型を算定している場合であって、在宅復
帰・在宅療養支援等指標が７０以上であり、地域に貢献する活動を行っている場合に５１円／日
が加算されます。

受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当を定め、特性やニーズに応じたサービス提供
を行っている場合は、１２０円／日が加算されます。

口腔連携強化加算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)

若年性認知症利用者受入加算

療養食加算

重度療養管理加算
要介護４又は要介護５の利用者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にある者に対して
計画的な医学的管理を継続して行い、療養上の必要な処置を行った場合に、１２０円／日が加
算されます。

認知症の行動、心理症状が認められた利用者について、緊急に入所することが適当と判断され
た場合に、入所した日から７日を限度として２００円／日が加算されます。

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当し、認知症専門棟において認知症に対応した処
遇を受けることが適当であると医師が認めた者に対して介護保健施設サービスを行った場合は
７６円／日が加算されます。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が利用者毎に個別リハビリテーション計画を作成し、
計画に基づき個別リハビリテーションを実施した場合に、２４０円／日が算定されます。



2　項目説明

　※項目説明内の金額は１割負担の場合です。２割・３割負担の方は、負担割合に応じて増額となります。

加算項目 項目説明

緊急時治療管理

特定治療

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

介護現場における生産性の向上に資する取組を図る観点から、介護ロボットやＩＣＴ等のテクノ
ロジーの導入後の継続的な活用支援をするため、利用者の安全、介護サービスの質の確保、
職員の負担軽減等を検討するための委員会の開催やテクノロジーの導入、ガイドライン等に基
づいた業務改善並びに効果を示すデータの提供を行った場合で下記要件を満たした場合に
１００円／月が加算されます。

・（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。

・見守り機器等のテクノロジー（見守り機器、インカム、介護記録ソフト等）を複数導入しているこ
と。

・職員間の適切な役割分担（介護助手の活用等）の取組等を行っていること。

・業務改善を断続的に行い、一定期ごとに業務改善の取組による効果を示すデータの提供を
行うこと。

総合医学管理加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
施設サービス提供にあたって、介護職員の総数のうち①介護福祉士の占める割合が８０％以上
又は、②勤続１０年以上の介護福祉士の占める割合が３５％以上の場合は２２円／日が加算さ
れます。

治療管理を目的とし、既定の基準に従い居宅サービス計画において計画的に行うこととなって
いない短期入所療養介護を行った場合１０日を限度として２７５円／日が加算されます。

高齢者の医療の確保に関する法律第５７条第３項に規定する保健医療機関等が行った場合に
点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療等を行った場合に、医
科診療報酬点数表に基づく点数が算定されます。

入所者の病状が重篤になり、救命救急医療が必要になった場合に、緊急的な治療管理として、
投薬、注射、検査、処置を行った場合に月に１回連続３日間を限度として、５１８円／日が加算さ
れます。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
施設サービス提供にあたって、介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が６０％以上の
場合は１８円／日が加算されます。

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

以下の算定要件を満たした場合に１０円／月が加算されます。

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する
ための委員会を設置し、必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改
善活動を継続的に行っていること。

・見守り機器等のテクノロジー（見守り機器、インカム、介護記録ソフト等）を１つ以上導入してい
ること。

・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）
を行うこと。

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

施設サービス提供にあたって、介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が５０％以上、又
は、看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が７５％以上、又は、利用者に直接サービ
スを提供する職員の総数に占める勤続7年以上の職員の割合が３０％以上の場合は６円／日が
加算されます。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ）
令和６年５月３１日まで適用

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、県知事に届け出た施設が入所者に対し、
サービス提供を行った場合に所定単位に３．９％を乗じた金額が加算されます。

介護職員処遇改善加算(Ⅱ）
令和６年５月３１日まで適用

所定単位に２．９％を乗じた金額が加算されます。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ）
令和６年５月３１日まで適用

所定単位に１．６％を乗じた金額が加算されます。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ）
令和６年５月３１日まで適用

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、県知事に届け出た施設が入所者に対
し、サービス提供を行った場合に所定単位に２．１％を乗じた金額が加算されます。

緊急時
施設療養費



2　項目説明

　※項目説明内の金額は１割負担の場合です。２割・３割負担の方は、負担割合に応じて増額となります。

加算項目 項目説明

3　利用者負担額

朝食 460 円

昼食 730 円

夕食 750 円 合計　１，９４０円

従来型個室　　 １，７２８円／日

多床室　　　　　 　　４３７円／日

３２０円／日

２００円／日

テレビ等（常時接続を要する機器）をお持ち込みの場合 ８０円／日

携帯電話等をお持ち込みの場合 ３０円／日

２，０００円～

理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。

業者委託　１回１袋／６００円　（消費税別）

当苑洗濯       １点／１００円　　　毛布・クッション等／７００円　

私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。

所定単位に７．１％を乗じた金額が加算されます。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ）
令和６年５月３１日まで適用

所定単位に１．７％を乗じた金額が加算されます。

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

令和６年６月１日より適用
所定単位に５．４％を乗じた金額が加算されます。

介護職員等ベースアップ等支援加算
令和６年５月３１日まで適用

介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして県知事に届け出た施設が入所者に対
し、サービス提供を行った場合に所定単位に０．８％を乗じた金額が加算されます。

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

令和６年６月１日より適用

電気代

日常生活費 日常的に使用するタオル、バスタオル、シャンプー、石鹸、ハブラシ、歯磨き粉、
入歯洗浄剤、保湿剤、おしぼり等について、施設側が用意する日常生活品を
希望される場合の費用としてお支払いいただきます。

日用品費
利用者が個人の希望により購入された場合に実費をお支払いいただきます。
（別紙の利用料金表をご参照ください。）

理美容代

私物の洗濯代

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

令和６年６月１日より適用
所定単位に４．４％を乗じた金額が加算されます。

介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして、県知事に届け出た施設が入所者に対し、
サービス提供を行った場合に所定単位に７．５％を乗じた金額が加算されます。

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

令和６年６月１日より適用

上記「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から３段階まで）の利用者の自己負担額については、《別紙１》をご参照下さい。

教養娯楽費 イベントやレクリエーション、カラオケ・音楽・手工芸・習字・園芸・絵画等の
趣味活動の材料費として希望された場合にお支払いいただきます。

食費

ただし、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の
負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。

入所者が選定する特別な食事の費用 通常の食事以外で特別メニューを選定された場合にお支払いいただきます。

居住費
ただし、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の
負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。



《別紙１》 

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～４段階）」 

に該当する利用者等の負担額 

 

【介護保険負担限度額認定】 

施設サービスにおける利用者負担は、所得などの状況から第１～４段階に分けられ、国が

定める第１～第３段階の利用者に該当する場合、食費や居住費に関する負担軽減策が設

けられています。利用者が利用者負担限度額段階のどの段階に該当するかは市町村が決

定します。第１～第３段階の認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方が、

ご本人の住所地の市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必

要があります。 

 

【介護保険負担限度額認定証の提示】 

この利用者負担段階については、介護老人保健施設が判断・決定することはできません。

「介護保険負担限度額認定証」の提示がないと第４段階の利用料をお支払いいただきま

す。 

 

【利用者負担段階】各段階の詳細は次のとおりです。 

負担段階 補足給付の要件 預貯金等の要件 

第１段階 
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉

年金を受けている方、生活保護を受けている方 

－ 

第２段階 

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得

金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合

計が 80万円以下の方 

単身   650万円 

夫婦 1,650万円 

第３段階① 

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得

金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合

計が 80万円超 120万円以下の方 

単身  550万円 

夫婦 1,550万円 

第３段階② 

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得

金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合

計が 120万円を超える方 

単身  500万円 

夫婦 1,500万円 

第４段階 

(非該当) 

本人が住民税課税となっている方、または配偶者

が住民税課税となっている方、または本人が属す

る世帯の中に住民税課税者がいる方 

－ 

※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。 

※認定要件には預貯金等の金額も含まれます。一定額以上の収入や預貯金等（預貯金・有価

証券・金銀などの貴金属・投資信託・現金等）をお持ちの方は負担軽減の対象外となります。 

※その他詳細については、市町村窓口でおたずねください。 

 



《別紙２》 

個人情報の利用目的 
（令和 3年 4月１日現在） 

 

介護老人保健施設ひばり苑では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、 

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業

所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

 －介護保険施設等の他施設・介護事業所等へ転所の際の情報提供 

 －利用者の診療等に当たり外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－他の医療機関等との連携や照会への回答 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

 －厚生労働省の運営する科学的介護情報システム（LIFEライフ）への情報の提出 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力や当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

 －当苑発行の機関誌や広報誌、ホームページ等への画像等の情報掲載 

 

‐介護老人保健施設ひばり苑- 


